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(57)【要約】
【課題】注目部位の輪郭を超音波画像から抽出するため
の初期位置の確度向上を図る。
【解決手段】超音波診断装置１は、標準形態情報１６を
予め記憶している。標準形態情報１６は、心臓の弁膜部
や心尖部を含む体内領域の標準的な形態を表す情報であ
る。超音波診断装置１は、被検体の心臓の画像データを
形成して画像（心尖四腔断層像等）を表示する。オペレ
ータは、表示画像中の弁膜部や心尖部の位置を指定する
。弁膜部等の位置が表示画像中に指定されると、超音波
診断装置１は、標準形態情報１６に基づいて各指定位置
を補正し、この補正後の指定位置を初期位置として左心
室の内膜面に相当する画像領域を表示画像から抽出する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に向けて超音波を送信し、前記被検体内からの前記超音波の反射波を受信し、こ
の受信結果に基づいて画像データを形成する形成手段と、
　所定の体内位置を含む体内領域の標準的な形態を表す標準形態情報を予め記憶する記憶
手段と、
　前記画像データに基づく体内画像を表示する表示手段と、
　前記体内画像中の画像領域を指定するための操作手段と、
　前記指定された画像領域と前記標準形態情報とに基づいて、前記所定の体内位置に相当
する前記体内画像中の位置を特定する特定手段と、
　前記特定された位置を初期位置として前記被検体内の所定部位の輪郭を前記体内画像か
ら抽出する抽出手段と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記画像領域として前記体内画像中の位置が指定されたときに、前記特定手段は、前記
標準形態情報に基づいて当該指定位置を補正し、前記補正後の指定位置を前記所定の体内
位置に相当する位置として特定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記標準形態情報は、前記体内領域の標準的な形態を表す標準二値画像を含み、
　前記特定手段は、当該指定位置を含む前記体内画像の部分画像を二値化する二値化手段
を含み、前記二値化された部分画像と前記標準二値画像とを比較して該指定位置を補正す
る、
　ことを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記特定手段は、前記部分画像の画素値を強調する強調手段を含み、
　前記二値化手段は、前記画素値が強調された前記部分画像を二値化する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記画像領域として前記体内画像中に広がりを持つ範囲が指定されたときに、前記特定
手段は、前記標準形態情報に基づいて前記所定の体内位置に相当する当該指定範囲中の位
置を特定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記標準形態情報は、前記体内領域の標準的な形態を表す標準二値画像を含み、
　前記特定手段は、当該指定範囲に含まれる前記体内画像の部分画像を二値化する二値化
手段を含み、前記二値化された部分画像と前記標準二値画像とを比較して前記所定の体内
位置に相当する位置を特定する、
　ことを特徴とする請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記特定手段は、前記部分画像の画素値を強調する強調手段を含み、
　前記二値化手段は、前記画素値が強調された前記部分画像を二値化する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記記憶手段は、複数の異なる体内位置に対応する複数の標準形態情報を予め記憶し、
　前記特定手段は、前記画像データに基づいて前記体内画像に表現された体内位置を特定
し、該体内位置に対応する標準形態情報を前記記憶手段から選択し、前記選択された標準
形態情報に基づいて該体内位置に相当する位置を特定する、
　ことを特徴とする請求項１～請求項７のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
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　前記形成手段は、時系列に沿って順次に超音波を送信し、前記被検体からの反射波を順
次に受信し、これら受信結果に基づいて前記被検体の体内の時間変化を表す動画像データ
を形成し、
　前記表示手段は、前記動画像データに含まれる一のフレームの体内画像を表示し、
　前記特定手段は、前記操作手段により前記一のフレームの体内画像中の画像領域が指定
されたときに、該指定された画像領域と前記標準形態情報とに基づいて前記所定の体内位
置に相当する該体内画像中の位置を特定し、更に、該特定された位置と前記標準形態情報
とに基づいて、他のフレームの体内画像における前記所定の体内位置に相当する位置を特
定し、
　前記抽出手段は、前記動画像データの各フレームについて、前記特定された位置を初期
位置として前記所定部位の輪郭を抽出する、
　ことを特徴とする請求項１～請求項８のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記標準形態情報は、前記体内領域の断面の標準的な形態を表す標準断面形態情報を含
み、
　前記形成手段は、前記被検体の体内の断層像の画像データを形成し、
　前記表示手段は、前記断層像を表示し、
　前記操作手段により前記断層像中の画像領域が指定されたときに、前記特定手段は、該
画像領域と前記標準断面形態情報とに基づいて、前記所定の体内位置に相当する該画像領
域中の位置を特定し、
　前記抽出手段は、該特定された位置を初期位置として前記所定部位の輪郭を抽出する、
　ことを特徴とする請求項１～請求項９のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記標準形態情報は、前記体内領域の断面の標準的な形態を表す標準断面形態情報を含
み、
　前記形成手段は、前記被検体の体内の３次元的な形態を表すボリュームデータを形成し
、
　前記表示手段は、前記ボリュームデータに基づく、断面の異なる二以上の断層像を表示
し、
　前記操作手段により前記二以上の断層像のそれぞれに画像領域が指定されたときに、前
記特定手段は、前記標準断面形態情報に基づいて、前記二以上の断層像のそれぞれにおけ
る前記所定の体内位置に相当する位置を特定し、該特定された前記二以上の位置を結ぶ前
記ボリュームデータ中の線状領域を特定し、
　前記抽出手段は、該線状領域を初期位置として前記ボリュームデータから前記所定部位
の輪郭を抽出する、
　ことを特徴とする請求項１～請求項９のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記所定の体内位置は、僧帽弁のヒンジポイントを含む心臓の特徴点であり、
　前記体内画像は、前記被検体の左心室を含む心臓の画像であり、
　前記被検体内の所定部位は、左心室の心筋の内膜面である、
　ことを特徴とする請求項１～請求項１１のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　被検体内の超音波画像の画像データを受け付ける受付手段と、
　所定の体内位置を含む体内領域の標準的な形態を表す標準形態情報を予め記憶する記憶
手段と、
　前記画像データに基づく超音波画像を表示する表示手段と、
　前記超音波画像中の画像領域を指定するための操作手段と、
　前記指定された画像領域と前記標準形態情報とに基づいて、前記所定の体内位置に相当
する前記超音波画像中の位置を特定する特定手段と、
　前記特定された位置を初期位置として前記被検体内の所定部位の輪郭を前記超音波画像



(4) JP 2009-153600 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

から抽出する抽出手段と、
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項１４】
　被検体内の超音波画像の画像データを受け付けるコンピュータを、
　所定の体内位置を含む体内領域の標準的な形態を表す標準形態情報を予め記憶する記憶
手段、
　前記画像データに基づく超音波画像を表示する表示手段、
　前記超音波画像中の画像領域を指定するための操作手段、
　前記指定された画像領域と前記標準形態情報とに基づいて、前記所定の体内位置に相当
する前記超音波画像中の位置を特定する特定手段、及び、
　前記特定された位置を初期位置として前記被検体内の所定部位の輪郭を前記超音波画像
から抽出する抽出手段として機能させる、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、超音波診断装置、画像処理装置及びプログラムに関し、特に、被検体の画
像から注目部位の輪郭を抽出する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、被検体に向けて超音波を発信し、体内組織の音響インピーダンスの
差異により生じる反射波を受信し、この受信結果に基づいて被検体内を画像化する装置で
ある。
【０００３】
　超音波診断装置は、超音波振動子を搭載した超音波プローブを体表に接触させるだけの
簡単な操作で画像をリアルタイムで取得することができる。そのため、超音波診断装置は
、各種臓器の形態診断や機能評価などに広く用いられている。
【０００４】
　特に近年では、心臓病が増加傾向にあることに伴い、心臓の機能評価への適用が注目を
集めている。たとえば特許文献１には、心臓の機能検査への適用例が開示されている。こ
の技術は、心臓の断層像中の心筋／心腔境界（つまり心腔の輪郭若しくは心臓内膜の輪郭
）を抽出するものである。
【０００５】
　特許文献１の手法は、注目部位の標準的形態に対するパターンマッチングを行うことに
より、画像中の注目部位の輪郭を抽出するものである。これは、ＡＣＴ（Ａｕｔｏｍａｔ
ｅｄ　Ｃｏｎｔｏｕｒ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ）法と呼ばれる技術の一例である。特許文献１
の手法は、オペレータが入力した位置を初期位置（起点）として輪郭抽出を行うものであ
り、半自動のＡＣＴ法に相当する。この初期位置としては、弁膜の付け根位置（僧帽弁の
ヒンジポイント）や心尖部などが指定される。
【０００６】
　なお、全自動の手法についても研究開発が進められているが、画像のパターン認識の精
度向上が課題である。
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１４５４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　半自動の手法においては、オペレータが入力する初期位置の確度が問題となる。たとえ
ば、被検体の状態などにより濃淡がはっきりしない画像に初期位置を入力する場合、心筋
／心腔境界の入力位置に数ピクセル程度の誤差が生じ、抽出結果の確度を低下させるおそ
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れがある。
【０００９】
　また、超音波の反射具合により初期位置となる部位に類似した形態が描画されることが
あるが、その場合には初期位置の入力ミスが生じるおそれがある。
【００１０】
　また、胎児や子供のように注目部位が小さな被検体を検査する場合には、パターン認識
の対象となる画像領域が小さくなる。そうすると、初期位置が僅かにずれただけで、対象
領域に含まれる特徴的な情報が少なくなり、結果として、パターンマッチングの確度が低
下してしまう。
【００１１】
　この発明は、以上のような問題を解決するために為されたものであり、体内の注目部位
の輪郭を抽出するための初期位置の確度の向上を図ることが可能な超音波診断装置、画像
処理装置及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、被検体に向けて超音波を送信し
、前記被検体内からの前記超音波の反射波を受信し、この受信結果に基づいて画像データ
を形成する形成手段と、所定の体内位置を含む体内領域の標準的な形態を表す標準形態情
報を予め記憶する記憶手段と、前記画像データに基づく体内画像を表示する表示手段と、
前記体内画像中の画像領域を指定するための操作手段と、前記指定された画像領域と前記
標準形態情報とに基づいて、前記所定の体内位置に相当する前記体内画像中の位置を特定
する特定手段と、前記特定された位置を初期位置として前記被検体内の所定部位の輪郭を
前記体内画像から抽出する抽出手段とを備えることを特徴とする超音波診断装置である。
【００１３】
　また、請求項１３に記載の発明は、被検体内の超音波画像の画像データを受け付ける受
付手段と、所定の体内位置を含む体内領域の標準的な形態を表す標準形態情報を予め記憶
する記憶手段と、前記画像データに基づく超音波画像を表示する表示手段と、前記超音波
画像中の画像領域を指定するための操作手段と、前記指定された画像領域と前記標準形態
情報とに基づいて、前記所定の体内位置に相当する前記超音波画像中の位置を特定する特
定手段と、前記特定された位置を初期位置として前記被検体内の所定部位の輪郭を前記超
音波画像から抽出する抽出手段とを備えることを特徴とする画像処理装置である。
【００１４】
　また、請求項１４に記載の発明は、被検体内の超音波画像の画像データを受け付けるコ
ンピュータを、所定の体内位置を含む体内領域の標準的な形態を表す標準形態情報を予め
記憶する記憶手段、前記画像データに基づく超音波画像を表示する表示手段、前記超音波
画像中の画像領域を指定するための操作手段、前記指定された画像領域と前記標準形態情
報とに基づいて、前記所定の体内位置に相当する前記超音波画像中の位置を特定する特定
手段、及び、前記特定された位置を初期位置として前記被検体内の所定部位の輪郭を前記
超音波画像から抽出する抽出手段として機能させることを特徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、表示された画像中の画像領域をオペレータが指定したことに対応し
、この指定された画像領域と標準形態情報とに基づいて、所定の体内位置に相当する画像
中の位置を特定し、更に、この特定された位置を初期位置として被検体内の所定部位の輪
郭を画像から抽出することができるので、体内の注目部位の輪郭を抽出するための初期位
置の確度向上を図ることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　この発明に係る超音波診断装置、画像処理装置及びプログラムの実施形態について、図
面を参照しながら詳細に説明する。
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【００１７】
　以下、心臓（特に左心室）の超音波画像を解析する場合について説明するが、他の体内
部位（臓器等）の超音波画像についても同様の解析処理を行うことが可能である。また、
以下の説明において、複数の画素により構成される「画像データ」と、それに基づく「画
像」とを同一視することがある。
【００１８】
［構成］
　この発明に係る超音波診断装置の実施形態について説明する。この実施形態に係る超音
波診断装置の構成例を図１に示す。
【００１９】
　この実施形態に係る超音波診断装置１は、超音波プローブ２、送受信部３、信号処理部
４、画像記憶部５、画像生成部６、表示制御部７、ユーザインターフェイス（ＵＩ）８、
制御部９、画像処理部１０を備えている。また、超音波診断装置１には、心電計２０が接
続されている。
【００２０】
　超音波プローブ２には、所定のパターンで配列された複数の超音波振動子が設けられて
いる。複数の超音波振動子は、たとえば、所定方向（走査方向）に１列に配列されている
（１次元アレイプローブ）。このような超音波プローブ２は、セクタスキャン、ラインス
キャン、コンベックススキャンなど、各種の超音波スキャンを行うことができる。なお、
心臓の画像を取得する際には、セクタスキャンが採用されることが多い。
【００２１】
　１次元アレイプローブとしての超音波プローブ２は、走査方向に直交する方向（揺動方
向）に複数の超音波振動子を揺動させる機構を備えていてもよい。また、超音波プローブ
２は、複数の超音波振動子が２次元的に配列された２次元アレイプローブであってもよい
。このような構成により、被検体内を３次元的に走査するボリュームスキャンを実行する
ことができる。
【００２２】
　このような構成を有する超音波プローブ２は、被検体の体表にあてがわれて使用され、
被検体に向けて超音波を送信するとともに、被検体からの反射波をエコー信号として受信
する。
【００２３】
　送受信部３は、図示しない送信部と受信部とを備え、超音波プローブ２に電気信号を供
給して超音波を発生させるとともに、超音波プローブ２が受信したエコー信号を受信する
。
【００２４】
　送信部は、制御部９の制御の下、超音波プローブ２に電気信号を供給して所定の焦点に
ビームフォーム（送信ビームフォーム）した超音波を送信させる。
【００２５】
　送信部の具体的な構成を説明する。送信部は、図示しないクロック発生回路、送信遅延
回路、及びパルサ回路を備えている。クロック発生回路は、超音波信号の送信タイミング
や送信周波数を決めるクロック信号を発生する。送信遅延回路は、超音波の送信時に遅延
を掛けて送信フォーカスを実施する。パルサ回路は、各超音波振動子に対応した個別経路
（チャンネル）の数分のパルサを内蔵し、遅延が掛けられた送信タイミングで駆動パルス
を発生し、超音波プローブ２の各超音波振動子に供給する。
【００２６】
　受信部は、超音波プローブ２が受信したエコー信号を受信し、そのエコー信号に対して
遅延処理を行うことで、アナログの受信信号を整相された（受信ビームフォームされた）
デジタルの受信データに変換する。つまり、受信部は、対象とする反射体から各超音波振
動子までの距離に応じてそれぞれ時間的に異なって受信されたエコー信号を、その位相（
時間）を揃えて加算し、焦点の合った１本の受信データ（１走査線上の画像用信号）を生
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成する。
【００２７】
　受信部の具体的な構成を説明する。受信部は、図示しないプリアンプ回路、Ａ／Ｄ変換
回路、及び受信遅延・加算回路を備えている。プリアンプ回路は、超音波プローブ２の各
超音波振動子から出力されるエコー信号を受信チャンネルごとに増幅する。Ａ／Ｄ変換回
路は、増幅されたエコー信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延・加算回路は、Ａ／Ｄ変換後の
エコー信号に対して受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与え、加算する。この加
算処理により、受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調される。
【００２８】
　信号処理部４は、Ｂモード処理部やＣＦＭ処理部などを備えている。送受信部３から出
力されたデータは、いずれかの処理部にて所定の処理が施される。
【００２９】
　Ｂモード処理部は、エコーの振幅情報の映像化を行い、エコー信号からＢモード超音波
ラスタデータを生成する。より具体的に説明すると、Ｂモード処理部は、送受信部３から
送られる信号に対してバンドパスフィルタ処理を行い、その後、出力信号の包絡線を検波
し、検波されたデータに対して対数変換による圧縮処理を施す。
【００３０】
　ＣＦＭ（Ｃｏｌｏｒ　Ｆｌｏｗ　Ｍａｐｐｉｎｇ）処理部は、血流情報の映像化を行い
、カラー超音波ラスタデータを生成する。血流情報には、速度、分散、パワーなどの情報
がある。これらの情報はたとえば２値化情報として得られる。より具体的には、ＣＦＭ処
理部は、位相検波回路、ＭＴＩ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）
フィルタ、自己相関器、及び流速・分散演算器を備えている。ＣＦＭ処理部は、組織信号
と血流信号とを分離するためのハイパスフィルタ処理（ＭＴＩフィルタ処理）を行い、自
己相関処理により血流の移動速度、分散、パワー等の血流情報を多点について求める。そ
の他、ＣＦＭ処理部は、組織信号を低減及び削減するための非線形処理を実行する場合も
ある。
【００３１】
　信号処理部４にはドプラ処理部が設けられていてもよい。ドプラ処理部は、送受信部３
から出力される受信信号を直交検波することによりドプラ偏移周波数成分を取り出す。更
に、ドプラ処理部は、ドプラ偏移周波数成分に対してＦＦＴ処理を施して、血流速度を表
すドプラ周波数分布を生成する。
【００３２】
　信号処理部４は、信号処理後の超音波ラスタデータを画像記憶部５に出力する。画像記
憶部５は、信号処理部４から超音波ラスタデータを受けて、この超音波ラスタデータを記
憶する。
【００３３】
　また、超音波プローブ２と送受信部３とによってボリュームスキャン（被検体内の３次
元領域に対する超音波スキャン）が行なわれた場合、信号処理部４は、このボリュームス
キャンにより得られるエコー信号に基づいてボリュームデータを生成する。この処理は、
たとえば、複数の断面におけるＢモード画像（断層像）を生成し、これら断層像のスタッ
クデータを生成し、このスタックデータに補間処理等を施してボクセルを設定することに
より行う。画像記憶部５は、信号処理部４からボリュームデータを受けて、このボリュー
ムデータを記憶する。
【００３４】
　画像生成部６は、画像記憶部５に記憶されている超音波ラスタデータに基づいて画像デ
ータを生成する。画像生成部６は、ＤＳＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔ
ｅｒ：デジタルスキャンコンバータ）を備えている。ＤＳＣは、走査線信号列で表される
信号処理後の超音波ラスタデータを、直交座標で表される画像データに変換する（スキャ
ンコンバージョン処理）。前述のＢモード処理部にて信号処理が施された場合、画像生成
部６は、Ｂモード超音波ラスタデータにスキャンコンバージョン処理を施して、被検体の
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組織形状を表すＢモード画像データを生成する。
【００３５】
　また、ボリュームスキャンが行なわれている場合、画像生成部６は、画像記憶部５から
からボリュームデータを読み込み、このボリュームデータにボリュームレンダリングを施
すことで、被検体の組織形状を立体的に表す３次元画像データを生成する。また、画像生
成部６は、ボリュームデータにＭＰＲ処理（Ｍｕｌｔｉ　Ｐｌａｎｎａｒ　Ｒｅｃｏｎｓ
ｔｒｕｃｔｉｏｎ）を施すことにより、任意断面における画像データ（ＭＰＲ画像データ
）を生成する。
【００３６】
　画像生成部６は、上記のようにして生成された超音波画像データを表示制御部７に出力
する。また、画像生成部６は、これら超音波画像データを画像記憶部５に出力する。画像
記憶部５は、これら超音波画像データを記憶する。
【００３７】
　前述のように、超音波診断装置１には心電計２０が接続されている。心電計２０は、被
検体の心電波形（ＥＣＧ（ｅｌｅｃｔｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｍ）信号）を取得して制御
部９に入力する。制御部９は、ＥＣＧ信号を受け付け、各超音波ラスタデータに各超音波
ラスタデータが取得されたタイミングで受け付けた心時相を対応付けて画像記憶部５に記
憶させる。たとえば、制御部９は、ＥＣＧ信号からＲ波を検出し、Ｒ波が検出された心時
相に取得された超音波ラスタデータに、Ｒ波を示す心時相を対応付けて画像記憶部５に記
憶させる。
【００３８】
　超音波診断装置１は、被検体の心臓を超音波で走査することで、たとえば、左心室を含
む心臓の超音波画像データ（Ｂモード画像データ、ボリュームデータ等）を心時相ごとに
取得する。すなわち、超音波診断装置１は、心臓の動画像データを取得する。たとえば、
１心周期以上に亘って被検体の心臓を超音波で走査することで、１心周期以上に亘って複
数の心臓の動画像データを取得する。また、制御部９は、各心時相の超音波画像データに
対してその取得タイミングにて受け付けた心時相を対応付けて画像記憶部５に記憶させる
。これにより、動画像を構成する複数の超音波画像データのそれぞれに対し、その超音波
画像データが取得された心時相が対応付けられて画像記憶部５に記憶される。なお、心電
波形（ＥＣＧ信号）の代わりに、被検体の心音波形を取得して、各超音波画像データに心
時相を対応付けるように構成することも可能である。
【００３９】
　表示制御部７は、画像生成部６から超音波画像データを受けて、心臓のＢモード画像、
ＭＰＲ画像、３次元画像等の超音波画像を表示部８１に表示させる。たとえば、オペレー
タが操作部８２を用いて任意の心時相を指定すると、画像生成部６は、指定された心時相
に対応付けられた超音波画像データに基づいて表示用の超音波画像を生成し、表示制御部
７は、その心時相の超音波画像を表示部８１に表示させる。
【００４０】
　なお、超音波プローブ２、送受信部３、信号処理部４、画像記憶部５及び画像生成部６
は、超音波画像データを生成するための動作を行うものであり、この発明の「形成手段」
の一例を構成している。また、表示部８１は「表示手段」の一例を、操作部８２は「操作
手段」の一例をそれぞれ構成している。
【００４１】
　画像処理部１０について説明する。画像処理部１０は、画像記憶部５に記憶された画像
データに対して各種の画像処理を施す。画像処理部１０には、初期位置特定部１１、記憶
部１５及び画像抽出部１７が設けられている。
【００４２】
　記憶部１５には、画像処理に供される各種の情報が記憶される。特に、記憶部１５には
、標準形態情報１６が予め記憶されている。標準形態情報１６は、人体（人以外の動物で
もよい）の体内領域の標準的な形態を表す情報である。この体内領域は所定の体内位置を
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含む領域である。
【００４３】
　この実施形態では、所定の体内位置として、心臓の特徴点、特に僧帽弁のヒンジポイン
ト（ｈｉｎｇｅ　ｐｏｉｎｔ）を採用する。更に、心尖部を特徴点とすることもできる。
僧帽弁は、左心室と左心房との境界に位置し、左心房の収縮とともに弁を開いて左心室に
血液を送り込み、また左心室の収縮とともに弁を閉じて左心房に血液が逆流しないように
作用する。僧帽弁のヒンジポイントは、僧帽弁の付け根部分を表す。この実施形態では、
僧帽弁のヒンジポイントを、単に「弁膜部」と称することがある。心尖部は、心臓の尖端
位置（足側の先端位置）である。弁膜部と心尖部は、左心室の心筋（その内膜面や外膜面
）を画像から抽出する処理の初期位置として一般に用いられている。
【００４４】
　標準形態情報１６は、たとえば、心臓の断層像（Ｂモード画像やＭＰＲ画像など）に描
写される、各特徴点（を含む体内領域）の標準的な形態を表す画像を含んでいる。この画
像は、たとえば、臨床にて取得された断層像に基づいて形成することができる。その具体
例として、臨床的に複数の断層像を取得し、各断層像における特徴点を特定し（画像処理
により特定してもよいし、肉眼観察により特定してもよい）、各特徴点を含む所定サイズ
の領域の形態を抽出して二値化し、各二値化画像を統計的に処理して平均化することによ
り当該画像（標準形態情報１６）を作成することが可能である。このような画像は、この
発明の「標準二値画像」の一例であるとともに「標準断面形態情報」の一例である。
【００４５】
　標準形態情報１６の一例を図２及び図３に示す。図２は、弁膜部に関する当該画像の例
を表す。図２（Ａ）に示す画像１６Ｒは、心臓の断層像に描写される右弁膜部の標準的な
形態を表す画像（右弁膜標準画像）の例である。図２（Ｂ）に示す画像１６Ｌは、左弁膜
部の標準的な形態を表す画像（左弁膜標準画像）の例である。なお、右弁膜部及び左弁膜
部とは、それぞれ断層像中の右側及び左側に表示される弁膜部を意味する。また、弁膜部
と同様に、心尖部についてもその特徴的な形態を表す画像（心尖標準画像１６Ａ）を設定
しておくことが可能である（図３を参照）。
【００４６】
　右弁膜標準画像１６Ｒにおいて、交差位置Ｒ０から左上方向に延びる線は僧帽弁に相当
し、右上方向に延びる線は左心室の壁に相当し、下方向に延びる線は左心房の壁に相当す
る。交差位置Ｒ０は弁膜部の標準的な位置に相当する。また、左弁膜標準画像１６Ｌにつ
いては、右弁膜標準画像１６Ｒと左右対称である。交差位置Ｌ０は弁膜部の標準的な位置
に相当する。また、心尖標準画像１６Ａにおいては、頂点位置Ａ０が心尖部の標準的な位
置に相当する。
【００４７】
　なお、標準形態情報１６は、撮影対象となる体内部位、撮影態様、表示態様などに応じ
たものが予め用意される。また、上記のような画像からなる標準形態情報１６については
、細線化処理が施された画像であってもよい。また、標準形態情報１６は、上記のような
画像には限定されず、たとえば座標情報を含むテキストデータなど、対象部位の標準的な
形態を表現する任意の情報であってよい。
【００４８】
　初期位置特定部１１について説明する。初期位置特定部１１は、表示部８１に表示され
た体内画像（被検体の体内の形態を表す画像）中の画像領域をオペレータが指定したとき
に、標準形態情報１６に基づいて、弁膜部や心尖部等の注目点に相当する当該画像領域中
の位置を特定する。初期位置特定部１１は、この発明の「特定手段」の一例である。
【００４９】
　なお、オペレータが指定する画像領域は、点からなる画像領域（０次元領域）であって
もよいし、線からなる画像領域（１次元領域）であってもよいし、面からなる画像領域（
２次元領域）であってもよい。また、３次元画像を表示する場合には、立体的な画像領域
（３次元領域）を指定することも可能である。
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【００５０】
　初期位置特定部１１には、上記の処理を実行するために、画像強調部１２、二値化部１
３及び位置補正部１４が設けられている。
【００５１】
　画像強調部１２は、処理対象となる画像領域の画素値を強調することにより、この画像
領域を強調する。その具体例として、画像強調部１２は、当該画像領域に対してガウスフ
ィルタによる補間処理を施し、当該画像領域の高輝度部分を強調する。ここで、ガウス補
間に代えて、たとえばｓｉｎｃ補間などの公知の任意の画像強調処理を適用することも可
能である。なお、（モノクロの）超音波画像は、輝度値を画素値とする階調画像（たとえ
ば２５６階調の画像）である。画像強調部１２は、その処理結果を二値化部１３に送る。
画像強調部１２は、この発明の「強調手段」の一例である。
【００５２】
　二値化部１３は、画像強調部１２による処理結果を受けて当該画像領域を二値化する。
この処理の具体例として、二値化部１３は、当該画像領域を構成する各画素について、そ
の画素値（輝度値）を所定閾値と比較することにより二値化する。この二値化処理は、公
知の任意の画像処理により実行できる。二値化部１３は、その処理結果を位置補正部１４
に送る。二値化部１３は、この発明の「二値化手段」の一例である。
【００５３】
　位置補正部１４は、二値化部１３による処理結果を受け、標準形態情報１６に基づいて
、オペレータが指定した心臓の特徴点（弁膜部、心尖部等）の位置を補正する。この処理
は、たとえば次のようにして実行される。
【００５４】
　位置補正部１４に入力される画像領域、弁膜標準画像１６Ｌ、１６Ｒ、及び心尖標準画
像１６Ａは、それぞれ二値画像である。また、当該画像領域は、オペレータが位置を指定
した特徴点を含む画像領域である。以下、右弁膜部を含む画像領域について説明する。左
弁膜部や心尖部を含む画像領域についても同様である。
【００５５】
　まず、位置補正部１４は、右弁膜部を含む画像領域と右弁膜標準画像１６Ｒとの照合を
行う。なお、この照合処理を行う前に、これら画像のサイズ合わせを行うことが望ましい
。このサイズ合わせ処理は、たとえば、撮影倍率や表示倍率など、当該画像領域のサイズ
を表す情報と、右弁膜標準画像１６Ｒのサイズ（既知とする）を表す情報とに基づいて、
一方又は双方の画像を拡大／縮小することにより実行できる。
【００５６】
　画像の照合処理は、たとえば次のようにして行う。まず、当該画像領域に含まれる画素
と、右弁膜標準画像１６Ｒに含まれる画素とを対応付ける。上記のサイズ合わせを行うこ
とにより、双方の画像の同じ位置に有る画素同士を容易に対応付けることができる。なお
、サイズ合わせを行わない場合には、たとえば、各画像の中心に位置する画素を対応付け
、この中心画素の周囲の画素から順に外側に向かって画素を対応付けていけばよい。
【００５７】
　次に、対応付けられた各画素対について、これら２つの画素の画素値（二値画像である
から「０」又は「１」である）が一致するか否か判断する。そして、画素値が一致した画
素対の個数をカウントし、画素対の総数に対する割合を求める。すなわち、（画素値が一
致した画素対の個数）／（画素対の総数）を演算する。
【００５８】
　位置補正部１４は、当該画像領域と右弁膜標準画像１６Ｒとを相対的に移動（平行移動
、回転移動など）させつつ、上記の照合処理を繰り返し実行する。そして、上記演算結果
が所定閾値以上になるような、双方の画像の位置関係を求める。この閾値は、予め設定さ
れて記憶部１５に記憶される。この閾値は、たとえば８０％に設定されている。
【００５９】
　なお、上記演算結果が最大になるような双方の画像の位置関係を求めるようにしてもよ
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い。また、双方の画像の相関係数が最大になるような位置関係を求めるようにしてもよい
。双方の画像の位置関係を求める処理は、公知の任意の画像処理によって実行することが
できる。
【００６０】
　位置補正部１４は、上記処理により得られた位置関係において、右弁膜標準画像１６Ｒ
の交差位置Ｒ０に対応する当該画像領域中の画素を求める。そして、この画素を、以下に
説明する画像抽出処理の初期位置として特定する。位置補正部１４は、特定された初期位
置（特定された画素の座標情報）を画像抽出部１７に送る。
【００６１】
　画像抽出部１７は、位置補正部１４により特定された画素の位置を受け、これを初期位
置としてＡＣＴ法などの公知の画像抽出処理を実行することにより、被検体内の所定部位
の輪郭を超音波画像から抽出する。この実施形態では、左心室の心筋の内壁面に相当する
画像領域、つまり左心室内の空洞領域の輪郭（左心室の心筋の輪郭）を抽出する場合につ
いて説明する（後述）。画像抽出部１７は、この発明の「抽出手段」の一例である。なお
、「抽出」とは、超音波画像中における所定部位の輪郭の位置を特定する処理であっても
よいし、所定部位の輪郭を超音波画像中から抜き出す処理であってもよい。
【００６２】
［動作］
　超音波診断装置１の動作について説明する。図４に示すフローチャートは、超音波診断
装置１の動作の一例を表している。
【００６３】
　まず、被検体の左心室を含む心臓の超音波画像データを取得する（Ｓ１）。これは、た
とえば、被検体の体表の心尖部に近い位置に超音波プローブ２をあてがってセクタスキャ
ンを繰り返し実行することにより、心臓の断層像（Ｂモード画像）を取得する。このとき
、被検体には心電計２０の電極が装着されており、制御部９にＥＣＧ信号が入力されるも
のとする（心電同期撮影）。それにより、心臓の動画像データが得られる。この動画像デ
ータは、Ｎ個のフレーム（Ｆ１～ＦＮ：図示せず）により構成されるものとする。なお、
これらフレームＦｉ（ｉ＝１～Ｎ）からいくつかのフレームを選択して以下の処理を実行
するようにしてもよい。たとえば、心臓の１周期分に相当するフレームを抽出して以下の
処理を行うように構成することが可能である。
【００６４】
　表示制御部７は、いずれか１つのフレームＦｉに基づいて、被検体の心臓の画像を表示
する（Ｓ２）。ここでは、最初のフレームＦ１の画像が表示されるものとする。なお、表
示させるフレームをオペレータが選択できるようにしてもよい。また、所定の時相（たと
えば心電図のＲ波に相当する拡張末期のフレーム）を自動的に選択して表示するようにし
てもよい。
【００６５】
　このときの表示画像の例を図５に示す。図５に示す画像Ｇ１は、最初のフレームＦ１に
描写された画像（心尖四腔断層像）である。ここで、符号Ｔはセクタスキャンのスキャン
領域を表す。また、符号Ｖは左心室の心筋（に相当する画像領域：以下同様）を、符号Ｍ
Ｌ、ＭＲは僧帽弁を、符号Ａは心尖部をそれぞれ表す。
【００６６】
　オペレータは、心尖四腔断層像Ｇ１を観察し、左心室の内膜面に相当する画像領域を抽
出するための初期位置、すなわち右弁膜部、左弁膜部及び心尖部の位置をそれぞれ把握す
る。そして、オペレータは、操作部８２を操作して、心尖四腔断層像Ｇ１中のこれら各位
置を指定する（Ｓ３）。この指定操作は、たとえばマウスのクリック操作やダブルクリッ
ク操作により行うようになっている。制御部９は、指定された各位置を表す画像を心尖四
腔断層像Ｇ上に表示させる。
【００６７】
　このときの表示態様の例を図６に示す。図６において、符号ＰＲは右弁膜部の指定位置
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を、符号ＰＬは左弁膜部の指定位置を、符号ＰＡは心尖部の指定位置をそれぞれ表してい
る。
【００６８】
　心尖四腔断層像Ｇ１中の位置ＰＲ、ＰＬ、ＰＡが指定されると、画像処理部１０は、心
尖四腔断層像Ｇ１の画像データと、ステップ３で指定された位置の座標情報を読み込む。
初期位置特定部１１は、この座標情報に基づいて、各指定位置ＰＲ、ＰＬ、ＰＡの近傍領
域ＷＲ、ＷＬ、ＷＡを心尖四腔断層像Ｇ１からそれぞれ抽出する（Ｓ４）。
【００６９】
　近傍領域ＷＲは、たとえば、指定位置ＰＲを中心とする所定範囲の矩形状の領域である
。近傍領域ＷＲのサイズは、たとえば、右弁膜標準画像１６Ｒのサイズ、つまり右弁膜標
準画像１６Ｒを作成するときに参照された画像領域のサイズと等しくなるように予め設定
されて記憶部１５に記憶されている。近傍領域ＷＬ、ＷＡについても同様である。なお、
近傍領域ＷＲ、ＷＬ、ＷＡのサイズは全て等しくてもよいし、それぞれ異なるサイズであ
ってもよい。また、近傍領域ＷＲ、ＷＬ、ＷＡの形状は、矩形には限定されないが、標準
画像１６Ｒ、１６Ｌ、１６Ａの画像領域の形状と同じであることが望ましい。
【００７０】
　近傍領域ＷＲ、ＷＬ、ＷＡの例を図６に示す。なお、近傍領域ＷＲ、ＷＬ、ＷＡを心尖
四腔断層像Ｇ１上に表示させるようにしてもよい。
【００７１】
　画像強調部１２は、各近傍領域ＷＲ、ＷＬ、ＷＡに対して画像強調処理を施して高輝度
部分を強調させる（Ｓ５）。なお、心尖四腔断層像Ｇ１自体に画像強調処理を施してから
近傍領域ＷＲ、ＷＬ、ＷＡを抽出するようにしてもよい。
【００７２】
　続いて、二値化部１３は、高輝度部分が強調された各近傍領域ＷＲ、ＷＬ、ＷＡを二値
化する（Ｓ６）。
【００７３】
　次に、位置補正部１４は、標準画像１６Ｒ、１６Ｌ、１６Ａとに基づいて、各近傍領域
ＷＲ、ＷＬ、ＷＡの二値画像における指定位置ＰＲ、ＰＬ、ＰＡを補正する（Ｓ７）。
【００７４】
　なお、各標準画像１６Ｒ、１６Ｌ、１６Ａには識別情報が予め付与されている。位置補
正部１４は、各近傍領域ＷＲ、ＷＬ、ＷＡがどの標準画像に対応するか自動的に判別して
適用する。この判別処理の例を説明する。心尖部の近傍領域ＷＡについては、他の近傍領
域ＷＲ、ＷＬと比較して、心尖四腔断層像Ｇ１の表示画面の上側（超音波の送受信面に近
い側）に位置するので容易に判別できる。また、右弁膜部、左弁膜部の近傍領域ＷＲ、Ｗ
Ｌについては、心尖四腔断層像Ｇ１中の表示位置に基づいて容易に判別できる。なお、心
尖四腔断層像Ｇ１における近傍領域ＷＲ、ＷＬ、ＷＡの位置に基づいて左心室の大まかな
位置を特定することにより他の心室や心房との相対位置を認識し、それにより心尖四腔断
層像Ｇ１における上下方向や左右方向を判断して上記判別を行うことも可能である。
【００７５】
　指定位置ＰＲの補正について図８を参照しつつ説明する。まず、必要に応じて近傍領域
ＷＲと右弁膜標準画像１６Ｒとのサイズ合わせを行う。その後、前述の照合処理を実行し
て、右弁膜標準画像１６Ｒ中の交差位置Ｒ０に対応する近傍領域ＷＲ中の位置を特定する
。これにより特定された位置ＰＲ′が補正された指定位置ＰＲの位置（補正位置）である
。指定位置ＰＬ、ＰＡについてもそれぞれ同様の補正処理が施されて補正位置ＰＬ′、Ｐ
Ａ′が得られる（図９参照）。
【００７６】
　画像抽出部１７は、補正位置ＰＲ′ＰＬ′、ＰＡ′を初期位置として前述の画像抽出処
理を実行し、左心室Ｖの内膜面に相当する画像領域Ｖ′（図９参照）を心尖四腔断層像Ｇ
１から抽出する（Ｓ８）。すなわち、画像抽出部１７は、まず、補正位置ＰＲ′（ＰＬ′
、ＰＡ′）の近傍の画素の輝度値を解析して内膜面に相当する画像領域を抽出し、これに
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隣接する領域の画素の輝度値を解析して内膜面に相当する画像領域を抽出し、・・・とい
うように小領域における内膜面に相当する画像領域を順次に抽出していくことにより、左
心室の内膜面に相当する画像領域を含む閉曲線を抽出する。この閉曲線は、左心室の輪郭
に相当する。これで、最初のフレームＦ１に対する処理は終了となる。
【００７７】
　画像処理部１０は、それ以外の各フレームＦｉ（ｉ＝２～Ｎ）において各指定位置ＰＲ
、ＰＬ、ＰＡに相当する位置を特定する（Ｓ９）。この処理は、たとえば、従来のＡＣＴ
法と同様に、フレームＦ１の心尖四腔断層像Ｇ１と、フレームＦｉの心尖四腔断層像Ｇｉ
（図示せず）とのパターンマッチングによって行うことができる。
【００７８】
　更に、画像処理部１０は、各フレームＦｉ（ｉ＝２～Ｎ）について、上記のステップ４
～ステップ８の処理を実行することにより、左心室Ｖの内膜面に相当する画像領域Ｖ′を
各心尖四腔断層像Ｇｉから抽出する（Ｓ１０）。このとき、ステップ９で特定された位置
を初期位置とする画像抽出処理が実行される。
【００７９】
　それにより、フレームＦｉ（ｉ＝１～Ｎ）について、左心室Ｖの内膜面に相当する画像
領域Ｖ′ｉ（図示せず）が得られる。これら画像領域Ｖ′ｉの経時的な変化を解析するこ
とにより、左心室Ｖの壁運動の状態を評価することができる。また、これら画像領域Ｖ′
ｉの面積の経時的な変化を解析することにより、心臓の機能を評価することができる。こ
れらの解析処理は従来と同様にして実行できる。
【００８０】
　以上に説明した処理では、左心室の内膜に相当する画像領域を心尖四腔断層像から抽出
しているが、たとえば心尖二腔断層像など、任意の心臓画像から当該画像領域を抽出する
ように構成することも可能である。
【００８１】
［作用・効果］
　この実施形態に係る超音波診断装置１の作用及び効果について説明する。
【００８２】
　超音波診断装置１は、標準形態情報１６を予め記憶している。標準形態情報１６は、心
臓の弁膜部や心尖部（体内位置）を含む体内領域の標準的な形態を表す情報である。
【００８３】
　超音波診断装置１は、被検体の心臓の画像データを形成してこの画像（心尖四腔断層像
等）を表示する。オペレータは、表示画像中の弁膜部や心尖部（画像領域）を指定する。
この実施形態では、左右の弁膜部と心尖部の位置（０次元領域）が指定される。
【００８４】
　弁膜部等の位置が表示画像中に指定されると、超音波診断装置１は、標準形態情報１６
に基づいて各指定位置を補正し、この補正後の指定位置を初期位置とする画像抽出処理を
実行して左心室の内膜面に相当する画像領域を表示画像（の画像データ）から抽出する。
【００８５】
　このように作用する超音波診断装置１によれば、オペレータによる指定位置と実際の位
置とにズレがあった場合でも、標準形態情報１６を参照して指定位置を補正することがで
きるので、注目部位の輪郭（ここでは左心室の内膜面）を抽出するための初期位置の確度
の向上を図ることが可能である。それにより、注目部位の輪郭抽出処理の確度向上を図る
ことができる。
【００８６】
　また、この実施形態においては、オペレータによる指定位置の近傍領域の画像を二値化
し、更に、二値画像からなる標準画像１６Ｒ、１６Ｌ、１６Ａに基づいて指定位置を補正
するように構成されているので、補正処理を容易に行うことができる。また、近傍領域の
画像を二値化する前に画像強調を施すことにより、補正処理の精度の向上を図ることがで
きる。
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【００８７】
　また、超音波診断装置１は、被検体の体内の時間変化を表す動画像データを形成するこ
とができる。この動画像データは、従来と同様に、時系列に沿って順次に超音波を送信し
、被検体からの反射波を順次に受信し、これら受信結果に基づいて形成される。超音波診
断装置１は、動画像データに含まれる一のフレームの画像を表示する。
【００８８】
　この表示画像中における弁膜部等の位置をオペレータが指定すると、超音波診断装置１
は、この指定位置と標準形態情報１６とに基づいて、弁膜部等に相当する当該表示画像中
の位置を特定する。更に、超音波診断装置１は、一のフレームについて特定された弁膜部
等の位置と、標準形態情報１６とに基づいて、他のフレームの画像における弁膜部等の位
置を特定する。そして、特定された弁膜部等の位置を初期位置とする画像抽出処理を各フ
レームの画像に対して実行することにより、左心室の内膜面に相当する画像領域を各フレ
ームから抽出する。
【００８９】
　それにより、被検体の所定部位（左心室の内膜面）に相当する画像領域を、複数のフレ
ームから容易にかつ高確度で抽出することができる。
【００９０】
［変形例］
　以上に説明した構成は、この発明に係る超音波診断装置の実施形態の一例に過ぎない。
よって、この発明の要旨の範囲内における任意の変形を施すことが可能である。以下、こ
のような変形例について説明する。なお、上記実施形態と以下の変形例とを適宜に組み合
わせることが可能である。
【００９１】
〔第１の変形例〕
　上記実施形態は、表示画像中の点（０次元領域）をオペレータが指定し、標準形態情報
を参照してこの指定位置を補正するように構成されているが、表示画像中の画像領域の指
定態様はこれに限定されるものではない。以下、表示画像中の２次元領域をオペレータが
指定する場合について説明する。なお、１次元領域を指定する場合についても同様である
。なお、このような１次元領域や２次元領域は、この発明の「広がりを持つ範囲」の一例
である。
【００９２】
　オペレータは、たとえばマウスのドラッグ操作などを行って、表示画像中の２次元の画
像領域を指定する。この画像領域は、特徴点（弁膜部、心尖部等）を含むように指定され
る。このとき、望ましくは、特徴点が略中心に位置するように画像領域を指定する。
【００９３】
　画像強調部１２は、指定された画像領域内の画像に対して画像強調処理を施す。二値化
部１３は、画像強調がなされた画像領域内の画像を二値化する。初期位置特定部１１は、
たとえば、標準形態情報１６に基づいて、位置補正部１４と同様の照合処理やパターンマ
ッチングなどの画像処理を行うことにより、弁膜部や心尖部に相当する当該画像領域中の
位置を特定する。画像抽出部１７は、特定された位置を初期位置とする画像抽出処理を実
行して、左心室の内膜面に相当する画像領域を抽出する。
【００９４】
　このように動作する超音波診断装置によれば、注目部位の輪郭（ここでは左心室の内膜
面）を抽出するための初期位置の確度の向上を図ることが可能である。また、オペレータ
は、初期位置の候補を大まかに指定するだけでよいという利点もある。
【００９５】
〔第２の変形例〕
　ボリュームデータに対する処理について説明する。標準形態情報１６には、体内領域の
断面の標準的な形態を表す標準断面形態情報が含まれているものとする。特に、この変形
例においては、異なる二以上の断面の形態を表す標準断面形態情報が含まれる。各標準断
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面形態情報は、たとえば、当該断面における標準二値画像である。また、異なる二以上の
断面の組み合わせの例として、心尖四腔断層像と心尖二腔断層像との組み合わせがある。
【００９６】
　ボリュームデータは、前述の実施形態と同様にして取得される。画像生成部６は、ＭＰ
Ｒ処理等を行うことにより、断面の異なる二以上の断層像を生成する。これら断層像は、
標準断面形態情報の断面に一致される。なお、これらの断面は、オペレータが手作業で設
定してもよいし、ボリュームデータを解析して自動で特定するようにしてもよい。
【００９７】
　表示制御部７は、これらの断層像を表示部８１に表示させる。このとき、これらの断層
像を並べて表示させてもよいし、それぞれ個別に表示させてもよい。オペレータは、各断
層像を観察して所定の体内位置（弁膜部、心尖部等）の位置を把握するとともに、操作部
８２を操作して、把握した位置に対応する画像領域を各断層像中に指定する。指定される
画像領域は、０次元領域、１次元領域及び２次元領域のうちのいずれかでよい。
【００９８】
　初期位置特定部１１は、標準断面形態情報に基づいて、各断層像中の弁膜部等に相当す
る位置を特定する。この処理は、上記実施形態と同様にして実行できる。更に、初期位置
特定部１１は、二以上の断層像中に特定された位置を結ぶボリュームデータ中の線状領域
を特定する。この線状領域は、たとえば、二以上の断層像中にそれぞれ特定された位置を
通過するような円環状の領域である。弁膜部の場合、この円環状の領域は、僧帽弁の弁輪
の位置を近似するものとなる。
【００９９】
　画像抽出部１７は、この線状領域を初期位置とする画像抽出処理を実行し、左心室の内
膜面に相当する画像領域をボリュームデータから抽出する。それにより抽出される領域は
、内膜面の３次元的な配置に相当する。すなわち、上記処理により、左心室内の空洞領域
の輪郭、言い換えると、左心室の内膜面全体の輪郭が抽出される。なお、上記実施形態で
は、左心室内の空洞領域の或る断面内における輪郭、言い換えると、左心室の内膜面の或
る断面における輪郭を抽出している。
【０１００】
　このような変形例によれば、ボリュームデータから注目部位の輪郭を抽出するための初
期位置の確度の向上を図ることができる。
【０１０１】
　この変形例は、動画撮影により得られたボリュームデータについても、各ボリュームデ
ータについて同様の処理を逐次に施すことにより適用可能である。
【０１０２】
〔その他の変形例〕
　上記実施形態では、指定位置の近傍領域を二値化して二値標準画像と比較しているが、
近傍領域の階調を減少させて標準形態情報と比較するように構成してもよい。なお、近傍
領域の階調をＫ階調からｋ階調に減少させる場合（Ｋ＞ｋ）、ｋ階調の画像からなる標準
形態情報を予め用意しておく。
【０１０３】
　上記実施形態では、左心室の内膜面に相当する画像領域を抽出する場合について説明し
たが、抽出対象の領域はこれに限定されるものではない。たとえば、左心房、右心室、右
心房の内膜面に相当する画像領域を抽出することも可能である。また、心臓の内膜面では
なく外膜面を抽出することも可能である。また、心臓以外の臓器や腫瘍など、任意の体内
部位の輪郭を抽出するように構成することも可能である。ただし、抽出対象の体内部位に
応じた標準形態情報を予め用意しておく必要がある。
【０１０４】
　オペレータが指定した位置の補正結果（補正位置）を画像上に表示することが可能であ
る。オペレータは、この補正位置を確認し、それで良い場合には操作部８２を操作して、
画像抽出処理を要求する。更なる修正が必要な場合には、オペレータが手作業で修正を加
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えることができる。
【０１０５】
　上記実施形態では、１つの体内位置（弁膜部等）について１つの標準形態情報が予め用
意されているが、１つの体内位置に対して２つ以上の標準形態情報を予め用意しておくこ
とができる。たとえば、性別、年齢、病歴、治療歴など、各種のファクタについて、２つ
以上の標準形態情報を用意することができる。この場合、たとえば電子カルテ情報などに
基づいて、当該患者に対して適用する標準形態情報を自動的に選択するように構成するこ
とが可能である。また、オペレータが手作業で標準形態情報を選択するようにしてもよい
。
【０１０６】
［画像処理装置］
　この発明に係る画像処理装置の実施形態について説明する。この発明に係る画像処理装
置の構成の一例を図１０に示す。画像処理装置１００は、医用画像を処理するコンピュー
タである。画像処理装置１００の例としては、医師が診察室等で使用する医師端末や、読
影用の端末などがある。
【０１０７】
　画像処理装置１００は、たとえばＬＡＮ等の通信回線を介して画像データベース３００
と通信可能に接続されている。画像データベース３００は、たとえば、ＰＡＣＳ（Ｐｉｃ
ｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）
として機能するＮＡＳ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｔｔａｃｈｅｄ　Ｓｔｏｒａｇｅ）などによ
り構成される。画像データベース３００は、超音波診断装置２００を初めとする医用画像
診断装置により取得された画像データを受け付けて保管、管理する。
【０１０８】
　画像処理装置１００は、装置各部を制御する制御部１１０を備えている。また、画像処
理装置１００は画像処理部１２０を備えている（図１参照）。画像処理部１２０は、上記
実施形態の画像処理部１０と同様の構成を有する。すなわち、画像処理部１２０には初期
位置特定部１２１が設けられており、初期位置特定部１２１には、画像強調部１２２、二
値化部１２３及び位置補正部１２４が設けられている。初期位置特定部１２１は「特定手
段」の一例に相当する。
【０１０９】
　更に、画像処理部１２０には、記憶部１２５と画像抽出部１２７が設けられている。記
憶部１２５には標準形態情報１２６が予め記憶されている。記憶部１２５は「記憶手段」
の一例に、画像抽出部１２７は「抽出手段」の一例にそれぞれ相当する。
【０１１０】
　各部１２０～１２７は、それぞれ、上記実施形態の各部１０～１７と同様に構成され、
同様に作用する。
【０１１１】
　また、画像処理装置１００のユーザインターフェイス（ＵＩ）には、表示部１３１と操
作部１３２が設けられている。表示部１３１は「表示手段」の一例に、操作部１３２は「
操作手段」の一例にそれぞれ相当する。
【０１１２】
　画像処理装置１００には通信部１４０が設けられている。通信部１４０は、制御部１１
０の制御の下、画像データベース３００から画像データを受け付ける。通信部１４０は「
受付手段」の一例に相当する。
【０１１３】
　なお、受付手段は、このような通信機器に限定されるものではない。たとえば、記録媒
体に記録されたデータを読み出すドライブ装置を受付手段として用いることが可能である
。この場合、ドライブ装置は、制御部１１０の制御の下、記録媒体に記録された超音波画
像の画像データを読み出すように機能する。
【０１１４】
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　画像処理装置１００は、次のように作用する。まず、画像処理装置１００は、被検体内
の超音波画像の画像データを画像データベース３００から受け付ける。画像処理装置１０
０は、この超音波画像を表示する。この超音波画像中の画像領域をオペレータが指定する
と、初期位置特定部１２１は、指定された画像領域と標準形態情報１２６とに基づいて、
所定の体内位置（弁膜部等）に相当する超音波画像中の位置を特定する。更に、画像抽出
部１２７は、特定された位置を初期位置とする画像抽出処理を実行し、被検体内の所定部
位（左心室の内膜面等）に相当する画像領域を超音波画像から抽出する。
【０１１５】
　このように作用する画像処理装置１００によれば、オペレータによる指定領域と、所定
の体内部位の実際の位置とにズレがあった場合でも、標準形態情報１２６を参照して当該
体内部位に相当する位置を特定することができるので、注目部位の輪郭（左心室の内膜面
等）を抽出するための初期位置の確度の向上を図ることが可能である。それにより、注目
部位の輪郭抽出処理の確度向上を図ることができる。
【０１１６】
　なお、この画像処理装置１００に対して、前述の実施形態や変形例の構成を適用するこ
とが可能である。
【０１１７】
［プログラム］
　この発明に係るプログラムの実施形態について説明する。この発明に係るプログラムは
、コンピュータを上記画像処理装置として機能させるものである。すなわち、この発明に
係るプログラムは、被検体内の超音波画像の画像データを受け付けるコンピュータを次の
ように機能させる：（１）所定の体内位置を含む体内領域の標準的な形態を表す標準形態
情報を予め記憶する記憶手段；（２）受け付けられた画像データに基づく超音波画像を表
示する表示手段；（３）この超音波画像中の画像領域をオペレータが指定するための操作
手段；（４）オペレータが指定した画像領域と標準形態情報とに基づいて、上記体内位置
に相当する超音波画像中の位置を特定する特定手段；（５）特定された位置を初期位置と
する画像抽出処理を実行し、被検体内の所定部位の輪郭を超音波画像から抽出する抽出手
段。
【０１１８】
　このようなプログラムによれば、オペレータによる指定領域と所定の体内部位の実際の
位置とにズレがあった場合でも、標準形態情報を参照して当該体内部位に相当する位置を
特定することができるので、注目部位の輪郭を抽出するための初期位置の確度の向上を図
ることが可能である。それにより、注目部位の輪郭抽出処理の確度向上を図ることができ
る。
【０１１９】
　なお、前述の実施形態や変形例で説明した処理をコンピュータに実行させるようにプロ
グラムを構成することが可能である。
【０１２０】
　この発明に係るプログラムを、コンピュータによって読み取り可能な任意の記録媒体に
記録させることができる。この記録媒体としては、たとえば、光ディスク、光磁気ディス
ク（ＣＤ－ＲＯＭ／ＤＶＤ－ＲＡＭ／ＤＶＤ－ＲＯＭ／ＭＯ等）、磁気記憶媒体（ハード
ディスク／フロッピー（登録商標）ディスク／ＺＩＰ等）などを用いることが可能である
。また、半導体メモリなどにプログラムを記憶させることも可能である。更に、インター
ネットやＬＡＮ等のネットワークを通じてプログラムを送受信することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態の構成の一例を表す概略ブロック図
である。
【図２】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態の標準形態情報の一例を表す概略図
である。
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【図３】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態の標準形態情報の一例を表す概略図
である。
【図４】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態の動作の一例を表すフローチャート
である。
【図５】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態による画像の表示態様の一例を表す
概略図である。
【図６】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態における特徴点の指定態様の一例を
表す概略図である。
【図７】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態による、特徴点の近傍領域の設定態
様の一例を表す概略図である。
【図８】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態による、特徴点の指定位置の補正処
理の一例を説明するための概略図である。
【図９】この発明に係る超音波診断装置の実施の形態による、左心室の内膜面に相当する
画像領域の抽出態様の一例を表す概略図である。
【図１０】この発明に係る画像処理装置の実施の形態の構成の一例を表す概略ブロック図
である。
【符号の説明】
【０１２２】
１　超音波診断装置
１０　画像処理部
１１　初期位置特定部
１２　画像強調部
１３　二値化部
１４　位置補正部
１５　記憶部
１６　標準形態情報
１６Ｒ　右弁膜標準画像
１６Ｌ　左弁膜標準画像
１６Ａ　心尖標準画像
１７　画像抽出部
８１　表示部
８２　操作部
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